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（概要版） 

森林における放射性物質の除去及び拡散抑制等に関する技術的な指針 



 森林における放射性物質対策の基本的考え方 

１ 

本指針作成の背景と目的 

１ 森林は広大な面積に広がり、水源かん養や山地災害防止等の多 
  様な機能を持っています。また、利用の形態が様々であるなどの 
  特性もあります。人の健康や生活環境への放射性物質による悪影 
  響を低減させるための対策を進める際には、選択する対策と森林 
  の機能維持のバランスをとることが重要です。 

２ 住居等近隣の森林以外も含めた森林における放射性物質による 
  悪影響の低減には、 
 

      ①住居等に対する放射線源としての影響 
      ②森林への入り込みに伴う入林者の被ばく 
      ③放射性物質の森林外への拡散による影響 
      ④生産基盤としての森林への影響 
 

  を低減するための対策を講じることが必要です。 

３ 「森林における放射性物質の除去及び拡散抑制等に関す 
  る技術的な指針」は、これまで実施した実証試験の結果等 
  に基づき、対策の考え方及び実施方法を整理したものです。 
 

    ・現在は、住居等近隣の森林における落葉等の除去を 
      最優先に取り組んでいるところです。 
 

    ・対策の視点を、２の①～④に整理して、「推奨される対 
      策」について解説します。 



２ 

森林内の放射性物質の特性や動き 

（独立行政法人 森林総合研究所） 

  （福島県大玉村での調査結果） 

○森林における放射性物質対策として、これまでの実証 
 等により効果が期待される落葉、枝葉等の除去、立木 
 の伐採搬出や、土砂流出抑制のための表土流出防止工 
 等の技術を推奨します。 
 

○対策実施にあたっては、 
 放射性物質の森林汚染の 
 特性、森林の多様な機能、 
 空間線量率、利用形態、 
 入り込み頻度等を踏まえ、 
 適切に組み合わせて、優 
 先順位を付けつつ、取り 
  組むことが重要です。 

○森林内の放射性物質は、現時点では、その多くが枝葉や落葉 
  等に付着しています。樹種によりその分布状況は異なります。 
○放射性物質は、まだその動きについて不明な点が多いですが、 
  多くは長期的に森林内にとどまると推測されます。 

森林内における放射性物質対策の基本的考え方 
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  （福島県川内村での調査結果） 
  樹種別の放射性物質の付着状況 
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 推奨する対策選択の考え方 

  森林が人の健康や生活環境へどのように影響しているかにより、推奨す

る具体的な対策が異なるため、下表や右頁のフロー図を参考にして、最適
な方法を選択する必要があります。 

住居等近隣の森林 
住民等が日常的に入る
森林（森林のまま利用） 

左記以外の森林 
（特に人工林） 

  一般公衆の 
    被ばく低減 

入林による一般公衆の
被ばく低減 

放射性物質の 
除去及び拡散抑制 

森林のタイプ 
対策の目的 

方 法 

立木の 
伐採 ・ 
搬出 

林縁から20m程度の
範囲を目安に実施 

利用状況や利用区
画の形状等を踏ま
え、必要な範囲にお
いて実施 

落葉・枝葉等
の除去 

－ 

－ 

皆 
伐 

落葉等除去と 
あわせて実施 

落葉等除去と 
あわせて実施 

－ 

間 
伐 

落葉等除去と 
あわせて実施 

下層植生が衰退し
た人工林等で実施 

 

 <<主な留意点>> 
 

  １ 落葉等の除去や立木の伐採・搬出によって、降雨に 
      より土壌が流出するおそれがある場合は、表土流出 
    防止工等による土壌保全措置を講じます。 
 

  ２ 作業の効率化を図るため、必要に応じて新たに作業 
            路などの路網を整備する際は、敷砂利等による路面 
    保護などの土砂の流出を防止する措置を講じます。 

放射性物質の除去、拡散抑制のために推奨する具体的方法 

３ 

 表土流出防止工 

※引き続き、従来のほだ木採取林の再生や森林からのさらなる拡散を抑制するための実証試験等を行ってい 
  きます。 

※     新たに推奨する具体的な方法です。 



４ 

※１ 人の健康や生活環境への放射性物質の影響の低減の観点から、対策の必要性が低いまたは現時点で推奨で 
          きる対策がない場合を含みます。 
※２ 立木の伐採により枝葉も含め除去する場合が想定されます。 

 
（注意） このフロー図は、どのような森林においてどのような対策を選択するか判断するための参考資料として作成 
      したものであり、①～③に該当する全ての森林において一律に適用せず、地域の実情に応じ、優先順位を 
      付けながら進めていくことが必要です。 

 
 

どこに位置し、どのような利用形態の森林ですか。

② ①以外で住民等が日

常的に入る森林
例：ほだ場、集落等と一体

の身近な生活環境 等

③ ①②以外の森林① 住居等近隣に位置

する森林

住居等への放射線源となっ

ていますか。

入林による被ばくの懸念があ

りますか。

下層植生が衰退しているな

ど、土壌流出のおそれがあ

る森林ですか。

枝葉等の除去
・林縁部の立木を重点的に実施

（→６ページへ）

スギまたはヒノキ人工林で

すか。

落葉等の除去
・利用状況を踏まえた範囲で実施

（→５ページへ）

住居等の空間線量率をさらに

下げる必要がありますか。
利用区域の空間線量率をさらに

下げる必要がありますか。

落葉等の除去
・林縁から20ｍ程度を目安に実施

（→５ページへ）

枝葉等の除去
・利用状況を踏まえた範囲で実施

（→６ページへ）

常緑樹ですか。 常緑樹ですか。

樹木が失われても生活上支障

は生じませんか。

立木の伐採
（皆伐・間伐）

・伐採木及びその枝葉を搬出

（→７ページへ）

立木の伐採
（間伐）

・伐採木及びその枝葉を搬出

（→７ページへ）
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利用区域の空間線量率をさらに

下げる必要がありますか。
住居等の空間線量率をさらに

下げる必要がありますか。



 推奨する対策の具体例 

 ○森林内の空間線量率を３０～５０％低減させることができ 
   ます。 

 

 ○除去する深さは、落葉などの表層土壌までにします。 
 

 ○落葉樹林では、一度に除去します。 
   常緑樹林では、３～４年の間に数回除去を繰り返します。 
 

落葉等の除去の具体的な手順 

  ①地上高１mの空間線量率を測定します。 
 

  ②除去は、斜面の上から下に向かい、熊手 
          などでかき集めます。 
 

  ③除去した落葉等は土のう袋等に詰め、枝 
    などは一定の長さに切り、ロープ等で束 
          ねます。 
 

  ④作業後も、地上高１mの空間線量率を測 
           定します。 
 

  ⑤除去物を現場保管する場合は、ビニール 
          シートで覆い、 放射性物質の拡散防止 
          措置を取ります。  

 かき集め作業 

５ 

対策による効果 

作業の留意点 

土のう袋詰め作業 

 現場の保管状況 

落葉除去前後の状況 
 

写真中央より左：除去後 
写真中央より右：除去前 

落葉等の除去 

    住居等に隣接する森林や住民等が日常的に入る森林で実施することを推 
    奨します。 
 
 



  ①地上高1mの空間線量率を測定します。 
 

  ②梯子及びナタなどを使用し、着葉量の多 
    い林縁部を中心に１-２列程度の範囲で 
    実施します。 
 

  ③枝葉の除去は、樹冠部の半分程度を目 
     安にできるだけ高い位置まで行います。 
 

  ④除去した枝葉等は、一定の長さに切り 
           ロープ等で束ねる、土のう袋等に詰める 
           などしてください。  
 

  ⑤作業後も、地上高１mの空間線量率を測 
           定します。 
 

    ⑥除去物を現場保管する場合は、ビニール 
          シートで覆い、放射性物質の拡散防止措 
          置を取ります。 

 枝葉等の集積・裁断 

６ 

対策による効果 

○落葉樹は、基本的に実施しません（放射性物質の多くは、林床の落葉等に含まれているため 
    です）。 
 

○枝葉等除去だけで空間線量率を低減できない場合は、立木の伐採も含め検討します。 

 ○落葉等除去と併せて、さらに空間線量率の低減及び放射性物質の除去効果が期待できます。 

 枝葉等の除去作業 

 土のう袋等詰め作業 

作業の留意点 

枝葉等の除去の具体的な手順 

枝葉等の除去 

  住居等に隣接する森林や住民等が日常的に入る森林で実施することを推 
  奨します。 



  

 
 

 
 
 

 ①次の考え方により伐採する範囲等を決めます。 
  ・住居等近隣の森林においては、空間線量率を勘案して伐採する範囲 
   や方法を決めます。 
  ・住民等が日常的に入る森林においては、利用状況等を勘案して伐採 
   する範囲や規模を決めます。 
  ・その他の森林については、下層植生の状況や土壌の流出状況等を 
   勘案して間伐が必要な箇所及び範囲を決めます。 
 

 ②これまで技術的に確立されている手順で伐採を行います。 
 

 ③全木集材により、枝葉を含めて森林外に搬出します。 

７ 

対策による効果 

  ○伐採量に応じて放射性物質の除去効果があります。 
 

  ○枝葉等が除去されることに伴い、空間線量率をある程度低減させる効果が期待できます。 
 

  ○間伐については、下層植生が回復することにより土壌の流出を抑制する効果があります。 

  

立木の伐採・搬出の具体的な手順 

・住居等近隣においては、スギ等の人工林での間伐又は林縁部を主とした皆 
 伐を推奨します。 
・住民等が日常的に入る森林においては、間伐を推奨します。 
・それ以外の地域においては、下層植生が衰退しているスギ等の人工林等で 
  の間伐を推奨します。 

立木の伐採・搬出 

  

 
 
 
 

木の伐採及び搬出は、放射性物質が付着した立木を除去すること
により空間線量率を引き下げる木の伐採及び搬出は、放射性物
質が付着した立木を除去することにより空間線量率を引き下げる 

  ○住居等近隣の森林及び住民等が日常的に入る森林においては、落葉等除去を伐採と 
    一体的に実施すると効果的です。 
 

  ○皆伐については、急傾斜地や取水箇所等の場所や梅雨や台風の時期における実施を避 
    けます。 
  

  ○土砂の流出を抑制するため、必要に応じて表土流出防止工を設置します。 
 

  ○効率的な作業のため、路網の整備されていない森林は、必要に応じて路網を整備し、 
     敷砂利等による路面保護などの土砂の流出を防止する措置を講じます。 
  

  ○林床の攪乱を抑えるため、架線系の集材システム等により搬出を行います。 

作業の留意点 



 
 

 ○発生する落葉等の除去物の仮置き場を確保して下さい。 
  

 ○仮置き場の確保までの間、森林内等に現場保管する際は、ビニ 
   ールシートで覆うか、または除去物の周囲に土のう等を並べて下 
   さい。 
 

 ○このほか、「放射線物質汚染対処特措法※施行規則」等に従って 
     適切に行ってください。 
 

８ 

除去物の処分 

 そのほか対策にあたっての留意点 

 
 

 ○作業に従事する方の放射線障害を防止するため、「除染電離則※」 
      に従って、被ばく管理、作業上の措置、健康診断等を適切に行って 
      下さい。 
 
 
 
  

  ○森林内での作業では、通常、高濃度の粉じんの発生は想定されま 
      せんが、安全に作業を行うため、実際の作業現場の空間線量率、 
      土壌の放射性物質濃度などを十分に把握して下さい。 
 

作業者の安全の確保 

※東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための 業務等に 
   係る電離放射線障害防止規則（平成23年労働省令第152号） 

※平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に 
   より放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法（平成23年法律 
  第110号） 

 放射性物質の汚染検査 



  

 
 

 
 

 林野庁では、森林施業や森林土木技術を活用した放射性物質の拡散抑制技術の検

証・開発等を進め、それらで得られた成果等を踏まえ、放射性物質対策に適用可能

な技術についての考え方を整理し、今般、「森林における放射性物質の除去及び拡

散抑制等に関する技術的な指針」（以下「技術的な指針」）としてとりまとめまし

た。 

 

 この「概要版」は、「技術的な指針」における「推奨される技術」を主体として

簡潔に整理したものです。 

 

 林野庁では、引き続き実施する放射性物質の挙動調査、各種の実証試験等を通じ

て集積される知見、技術水準の向上等に応じて、「技術的な指針」の改訂を行う予

定です。 

 

 なお、国による除染にかかる具体的方法や財政措置の適用範囲等については、環

境省が策定した「除染関係ガイドライン」（平成23年12月14日）によることに

留意してください。 

 

 
 
 「技術的な指針」の詳しい内容については、以下の農林水産省のホームページ 
 をご覧ください。               
       http://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/index.html 


